
◎障がい学生支援　相談から実施までの流れ

Step④
配慮の検討

Step⑤
配慮の決定通知
配慮の実施

Step⑥
フィードバック
必要に応じて

修正等

Step①
初期コンタクト

Step②
資料等の提出

Step③
状況ニーズ
の確認

あり

仮決定 不要

申請書類（様式1.2）と根拠書類を併せて学
生支援課（大学5号館2階）へ提出

合理的配慮の提供

必
要
に
応
じ
て
配
慮
の
検
討
・
再
考

可能
医師が記載した面談
報告書等の有無
（対処学生に確認）
※報告書や記録等の
状況が分かる資料が
あれば根拠資料とす
る

不可能

直接

＜学内の窓口＞
■授業担当教員
■学部等の関連者
■学務担当者
■アドミッションセンター等

学生・保護者

＜外部機関等＞
■病院・医師

学生支援課

申請書類（様式1.2）を
ダウンロードして記入

※申請書類ダウンロード場所
藤田医科大学HP/在学生の方/障がい学生支援に関する基本方針について
https://www.fujita-hu.ac.jp/students/j93sdv0000008op1.html

・本人(保護者)等へ合理的配
慮の希望有無を確認

・合理的配慮の実施を希望す
る場合は申請書等の提出へ

・希望しない場合は教育的配
慮等を検討するため、学務担
当者等と連携し対応する

障がい者手帳・診断書（直近１カ月以内）等
の根拠書類の有無（対象学生に確認）

なし
①かかりつけ医へ診断書の依頼
（直近１か月以内）
②障がい者手帳を申請して、
いずれかを取得

上記①②資料の取得が可能か？

障がい支援委員会により、
障がいの種類に合わせて「指定された者」（専門家・
専門医など）を含めた、支援委員会メンバーによる合
理的配慮の必要性の検討 ＜配慮の仮決定＞

初期の聞き取り調査の実施
※支援についての希望を聴取する

支援委員会の委員との面談
（対面・オンライン等）

支援内容・支援計画案の作成

各学部・担任・担当教員等
による配慮内容の審議
＜配慮内容の審議・調整・再検討＞

本人への検討結果報告

・本人(保護者)から
支援についての希
望等を聴取する

・本人(保護者)から、
情報共有に関する
確認を行う

不要

支援内容を本人へ確認

合理的配慮の提供決定通知書
（様式3）及び支援合意書
（様式4）を本人へ送付、
本人が支援合意書（様式４）
を学生支援課に提出

フィードバック
学生本人・教職員等へ
アンケート調査による

学生の状態等に変化
が生じた場合には、
必要に応じて配慮の
見直し・調整を行う

再検討

学部等の実情に合わ
せ、必要に応じて学
部等が配慮内容の調
整を行う

https://www.fujita-hu.ac.jp/students/j93sdv0000008op1.html
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